
此花西部臨港緑地エリア水辺賑わいづくり構想

～ 都市・地域再生等利用区域の指定に向けて ～
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此花西部臨港緑地エリア水辺賑わいづくり協議会
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はじめに
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此花西部臨港緑地エリアは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに隣接し、年間1400万人を超える
集客エリアであるとともに、対岸の天保山エリアには、世界最大級の水族館である海遊館や大型客船
の発着する岸壁があります。

また、本エリアが位置する大阪港は、大阪港港湾計画（改訂）において、魅力的な観光・集客拠点
の形成と臨海部の活性化を図ることとされており、本エリアが位置する淀川水系西大阪ブロックは、
淀川水系西大阪ブロック河川整備計画において、水都大阪の中心である中之島エリアと夢洲を含むベ
イエリアとを結ぶ主要な舟運ルートとしてさらなる舟運の活性化を図ることとされています。

さらに、本エリアにほど近い此花区の夢洲においては、大阪・関西万博の開催を控え、さらには統
合型リゾート（ＩＲ）を含む国際観光拠点の形成に向けたまちづくりが進められようとしており、ま
さに此花区の臨海部は、大阪・関西全体の賑わいを押し上げる役割を担うことが期待されます。

大阪市におきましては、民間活力を導入し本エリアの持つこれらのポテンシャルを最大限に活かし、
臨海部全体の、ひいては大阪全体の賑わい創出や、舟運及び観光等のさらなる活性化を増進していき
たいと考えております。

そこで、地域の合意を図るため、準則第二十二第５項の協議会としての「此花西部臨港緑地エリア
水辺賑わいづくり協議会」の設立を呼びかけ、その設立の後、同協議会の議事を経、同協議会におき
まして全員合意のもと此花西部臨港緑地エリア水辺賑わいづくり構想を策定するに至りました。

令和３年１２月２４日
此花西部臨港緑地エリア水辺賑わいづくり協議会 運営委員長

大阪市 此花区長 髙橋 英樹
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Ⅰ．此花西部臨港緑地エリアのこれまでの経緯

①

H30.9. 台風21号による高潮で
流出したコンテナが漂着
（臨港緑地施設破損）
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阪神淡路大震災
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ユニバーサルシティ駅まで
新大阪から 約16分
大阪/梅田から 約11分

Ⅱ．エリアの概要
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Ⅱ．エリアの概要
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Ⅱ．エリアの概要

ṕ Ṗ

Ῥ

ẏͪῇ
Ẍ

2025₴Ẏ ʠӵ σ
IR ᷂Β ᷂

ᴕ

淀 川

ꜚ♬Ᵽהꜟ◘כ

Ɽfiꜗ☺ה○☺♃☻



L 1,080

Ⅱ．エリアの概要 （都市・地域再生等利用区域指定の要望範囲）
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Ⅳ．構想の二つの柱

Ẏ Ҙׄʣ ḹ ̝ Џ ҍї

「場」
の創出

「機会」
の創出

Ỗイベント等の賑わい事業

Ỗ観光・商業機能

Ỗ地域活動、社会貢献等

Ỗ店舗等施設、水上施設

Ỗ遊歩道、広場

Ỗ船着場（ポンツーン）

Ẏ

Ҙׄʣ

目標

対象

Ỗ大阪府内に留まらず国内外からの観光客

Ỗ地域住民や周辺施設で働く皆さん

期待される効果

Ỗ大阪・水都ブランドの世界への発信

Ỗ地域のシンボル空間への愛着醸成

場・機会
を提供

˲ ḹ ̝ Ẏ

時機
Ẏ ʠӵ σ

Ỗ更なる効果が期待

ҍї ◐ ὕ

水都大阪を
リードする
シンボル的な
水辺空間の創出

地域に根ざした
まちづくり活動
との連携形成

１. 水辺遊歩空間の創出

海のリゾート
ネットワーク

２. 舟運等のネットワーク形成

結節拠点
機能の強化

市内河川（川の駅はちけんや、中之島公園

北浜テラス、中之島バンクス、中之島ゲート

タグボート大正、道頓堀、 本̡町橋 等 ）

淀川舟運

夢洲、天保山、

堺旧港、 関空 等

水の回廊
ネットワーク

公共空間（緑地・河川）の活用
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■人の流れを呼び込む施設・運営計画
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都心への眺望
対岸・船上からの

視対象としての景観づくり
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USJ

地域に根ざした

まちづくり活動

との連携形成

水辺遊歩空間の創出

ベイエリアへの眺望

(

Ⅳ．構想の二つの柱 【1. 水辺遊歩空間の創出】

水都大阪を

リードする

シンボル的な

水辺空間の創出
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夢洲浮桟橋

整備予定箇所

海のリゾート

ネットワーク

水の回廊

ネットワーク

海のリゾート

ネットワーク

舟運等のネットワーク形成

結節拠点
機能の強化夢洲、天保山、

堺旧港、 関空 等

水の回廊

ネットワーク

■臨海部と都心部をつなぐ舟運等のネットワーク充実

ʾ σ‚ ʺⱳ χ θσϯϼЈІ︣ χםᾝ

■舟運利用者の利便性向上
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■安全・安心な舟運の活性化
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■新たな事業の創出
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Ⅳ．構想の二つの柱 【2. 舟運等のネットワーク形成】

結節拠点機能の強化に向けて
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Ⅴ．事業のスキーム

【港湾管理者】【港湾管理者 】

̔ ḧⱧỘּיτϢϤ ήϦθ   ☼ χṄ Ϊ
̔ṁ χӲⱱḚ χ
〔メリット〕
●整備費用の縮減による早期供用
●利用者に質の高い遊歩空間の提供

̔   ☼ χ ̔ ֫χẤ
̔ χ ϩΜ☼ σς
〔メリット〕
●公共空間の質の高い維持管理・運営による民間事業地の価値向上
●エリア一帯での賑わいづくりによる集客力向上

都市 ・地域再生等利用区域の指定による民間活力の導入
～ 公民連携 桜島モデル ～

民

都市 ・地域再生等
利用区域の指定

（河川水辺の賑わい審議会へ諮問）

「水辺遊歩空間の創出」と「舟運等のネットワーク形成」

公

Ҧ エリアマネジメントの実現
Ҧ 事業の収益性向上

χ‰ΜḚל̔ ẉόְ֫

【民間事業者 】

【港湾管理者 】

公
護岸の安全性確認

（河川構造物等審議会へ諮問）

【河川管理者 】
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Ⅴ．事業のスキーム

β
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C地区

D地区
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Ⅴ．事業のスキーム（民間団体の協議会構成員の対象範囲）

区域指定の要望範囲

此花西部臨港緑地エリア水辺賑わいづくり協議会規約の参考図「此花西部臨海地区地区計画 説明図」（大阪市）に加筆

ḧ χẸṳᵓ  Ԍ
ρΰοχ Ӥ
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Ⅴ．事業のスキーム（審査部会）

（１）此花西部臨港緑地エリアの河川区域等を恒常的に利用する事業者の募集・選定等の審査に関すること
民間事業者による、エリアでの事業提案を審査

（２）本エリアの河川区域等の恒常的な利用に係る評価に関すること
年度の事業実績を評価 年度１回以上開催

（３）その他本エリアの利用に必要な事項の審査に関すること
利用についての課題解決などへのアドバイスを求めることも視野に入れて運営

所 属 職・氏名

学 識 ∫ ᶘ ᶘԚ ễ

会計士 ᶷ ◗῝ ᵓὓ●ʾ ●Ⱨ ᵓὓ● ᶷ ◗

弁護士 ∫ Ⱨ ῐ● Ệ ẹῶ

行 政 ∫◕ ₆ᴸỸ Ệֽ



臨 港 緑 地 民有地

河 川 区 域
河川保全

区域

河川
占用

臨港緑地使用
（都整C）

河川一時占用、
臨港緑地一時使用

（都整C）

河川占用（大阪港湾局）

安
治
川

ᴅ

̜

臨 港 緑 地 民有地

河 川 区 域
河川保全

区域

河川
占用

臨港緑地使用
（都整C）

河川占用（大阪港湾局）

河川一時占用、
臨港緑地一時使用

（都整C）

安治川
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Ⅴ．事業のスキーム 【事業の対象区域（占用許可の形態）】

国土交通省名義
大阪市
名義

河川占用
港湾水域占用

（都整C）

国土交通省名義
大阪市
名義

河川占用
港湾水域占用

（都整C）

̜І˔О˔ ὓᵊ‰ OP˴6.60m
▽ 計画高潮位
▽ 津波想定高



此花西部臨港緑地エリアの魅力ある水辺空間を活用するため、
民間活力の導入により、人々が訪れ水辺の回遊を楽しみ、
大阪・水都を感じるエリアを実現する。

Ⅵ．事業の基本計画案 【水辺遊歩空間賑わいづくり】

2025年大阪・関西万博開催
までに緑地の回遊性を創出

目標

ר רֻ
ʣ ѫ

Ἥ ḹ ʣ ֝ Њ
͔Ι Ῥ

ᶥ ר ֥ ʣ˧
ӽ ▌
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ボードデッキを整備し
回遊性・滞在性を高める

Zepp
Ẏ

水̧面利用空間～河川区域、臨港緑地、地先民間敷地をできるだけ一体的な空間となるよう整備を図る。
景̧観に配慮した一定のコンセプトに基づくデザインルールを作成・運用する。

〔整備にあたっての考え方〕
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此花西部臨港緑地エリアの既存の水上交通ネットワークに加え、
新たなネットワークを構築し、新しい水辺の玄関口を実現する。

Ⅵ．事業の基本計画案 【舟運等のネットワーク拠点賑わいづくり】

大阪・関西万博開催、
IR開業に合わせ、
新たなネットワークを形成

目標

֥
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ꜘ
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᷂
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堤防上のボードデッキエリアに店舗等の整備を進め、遊歩空間の回遊性を確保するとともに、立地特性を
活かした景観形成により、人が集まる場としての “賑わい”を創出して、水辺の魅力を最大化する。
〈賑わい施設〉
広場、イベント施設、遊歩道、飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、広告柱、照明・音響施設、
バーベキュー場、日よけ、船上食事施設、突出看板、川床 etc.

20

Ⅵ．事業の基本計画案 【水辺遊歩空間賑わいづくり】 活用イメージ

〈賑わいコンテンツ〉
マルシェ、ワークショップ、フードイベント、企業ＰＲイベント、音楽イベント、アートイベント etc.

中之島ゲートノースピア
「ふくしま水辺フェス」
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Ⅵ．事業の基本計画案 【舟運等のネットワーク拠点賑わいづくり】 活用イメージ
既設のユニバーサル・シティ・ポートの活用に加えて、新設の船着場や係留施設を整備し、「海のリゾート

ネットワーク」と「水の回廊ネットワーク」の結節拠点としての機能を強化することにより、大阪の臨海部と都
心部の連続性を一層高める。

これにより、此花西部臨港緑地エリアの水辺遊歩空間やユニバーサル・スタジオ・ジャパン、シティウォーク
を含む賑わい拠点と大阪・関西の各賑わい拠点との相互交流を図り、人が集まる場としての “賑わい”を創出し
て、水辺の魅力を最大化する。
〈賑わい施設〉
船着場、船舶係留施設、切符売場、案内所 etc.

出典：大阪水上バス㈱HP

出典：㈱キャプテンラインHP
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Ⅵ．事業の基本計画案 （配置イメージ例）
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出典：大阪水上バス㈱HP
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出典：㈱キャプテンラインHP



Ⅵ．事業の基本計画案（イメージパース）
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Ⅶ．今後の事業の進め方 【公募の考え方（案）】
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定を受けた上で、事業としての
「水辺遊歩空間賑わいづくり」及び「舟運等のネットワーク拠点賑わいづくり」については、
公募内容の検討、時機の考慮などを踏まえ、段階的に事業者公募を実施する。

先ずは、本エリアの地先の賑わいづくりについて、事業者公募の準備を進める。

（第一段階） ͐ ͒Ὦ῝
「（仮称）水辺遊歩空間賑わいづくり事業」

（第二段階） ∫ʾḩ ʺͧ͞Ϭᾋ Πο῝
「（仮称）舟運ネットワーク拠点賑わいづくり事業」

今 後

先行

募集要項（素案）の概要
【事業提案を求める内容】
̔ ϬΩ ᾢτᶨΤΰʺ Υᵙיּ τᵃέΰʺӗ ΰο πΦϥϢΞἋḧἹ χῬ Ϟ χ ὂʺ
ϩΜ σςʺⱧỘּיχ Τν ϦθϯϱДϯʾḼᵊ τϢϤʺⱳχⱧỘϬԁ τם☼βϥםᾝ χ‰Μ
ӛϬẐϛϥʻ

⑴ 水都大阪をリードするシンボル的な水辺空間創出事業 ͍ˣМ˔ЖⱧỘ ͎ˣЊТЕⱧỘ
⑵ 地域に根ざしたまちづくり活動との連携形成事業
⑶ 維持管理・運営事業

˲事業期間】
̔ ⱧỘᵫỘ ΤϣΩ 20

˲公募スケジュール】

̔ ₅ᵫ◐ R͐ ͒Ὦ ̔ᴂ ʾ ₰ R͐ ͔Ὦ ̔ⱧỘּי R͐ ͕Ὦ

なお、次世代モビリティの事業取組等については、大阪・関西万博に向けた国、大阪府
（ラウンドテーブル）の動きや民間開発等の状況に応じ、今後協議会で検討・調整予定
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次世代モビリティの事業取組等に
ついては、今後の状況に応じ検討



協議会設立後の河川占用許可までの手続きスケジュール（予定）
R5.
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Ⅶ．今後の事業の進め方 【（仮称）水辺遊歩空間賑わいづくり事業】
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̜І˔О˔ ὓᵊ‰ OP˴6.60m

▽ 想定津波高 OP＋4.29m

̜ῐḰ ‰ OP˴3.00m
̜ H.W.L.     OP˴2.38

̜ὓᵊᴱ ‰ OP˵4.00

▽ 計画高潮位 OP＋5.20m

臨 港 緑 地

ᴱ Ỹӽ河 川 区 域

‰

安治川

此花西部臨港緑地の計画標準断面図

Ⅷ．エリアの安全対策
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●高潮、高波、津波時の大阪市の避難情報やハザードマップを踏まえ、「避難行動計画」を
作成し、情報や避難行動が正確に伝達できるように対策を実施する。

●避難ルートへの「案内板」などの設置や、避難訓練、防災教育等に取り組む。

体 制 確 立 の 判 断 時 期 活 動 内 容

警 戒
体 制

「警戒レベル３」に該当する場合
̖ ∫◕Τϣ「高齢者等避難」Υ
ˢ‰ Ӫ ˢὕ τ Ϥ Πϥᴦ Υ‰ΜϜχˣ ˣ

ʾ‰ τ βϥ
ʾԐ χְỘ ♁
ʾ☼ ϒχיּ Ӫ᷾Ṟ

非 常
体 制

「警戒レベル４」に該当する場合
̖ ∫◕Τϣ「避難指示」ӟ Υ
ˢ‰ ὕ ϜΰΨψ‰ ὕ ˣ

ʾԐ χְỘ ♁
ʾ☼ χיּ

【
高
潮
時
の
対
応
】

体 制 確 立 の 判 断 時 期 活 動 内 容

警 戒
体 制

̖ ∫◕Τϣ「注意喚起」Υ
ˢ Ӫ ˣ

ʾ τ βϥ
ʾԐ χְỘ ♁
ʾ☼ ϒχיּ Ӫ᷾Ṟ

非 常
体 制

̖ ∫◕Τϣ「避難指示（緊急）」Υ
ˢ ὕ ʺ ὕ ˣ

ʾԐ χְỘ ♁
ʾ☼ χיּ

「津波避難場所」
桜島北公園

「災害時避難所」
島屋小学校

πϜ
0.5m χ

χ
ΰιΥᵬ ῐḰϬ
βϥᴦ ϜΚϥ

防災スピーカー

Ⅷ．エリアの安全対策（命を守る「逃げる」対策の実施）

防災スピーカー

防災スピーカー

【
津
波
時
の
対
応
】

事業者公募時に安全対策の提案も求め、事業実施時に体制を構築


